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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チアミン類の塩を燻煙で処理する工程を含む、チアミン類の塩の呈味改善方法。
【請求項２】
　前記チアミン類の塩が、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、およびスルホン酸塩からなる群から
選択される少なくとも１種の塩である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　チアミン類の塩を燻煙で処理する工程を含む、食品添加剤の製造方法。
【請求項４】
　前記チアミン類の塩が、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、およびスルホン酸塩からなる群から
選択される少なくとも１種の塩である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　食品の製造方法であって、
　チアミン類の塩を燻煙で処理し、食品添加剤を得る工程、および
　該食品添加剤を食品素材に添加する工程
を含む、方法。
【請求項６】
　前記チアミン類の塩が、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、およびスルホン酸塩からなる群から
選択される少なくとも１種の塩である、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チアミン類の塩の呈味改善方法、ならびに食品添加剤の製造方法および食品
添加剤に関し、より詳細には、チアミン類の塩を含有する食品添加剤の呈味を改善させた
、チアミン類の塩の呈味改善方法、ならびに食品添加剤の製造方法および食品添加剤に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　チアミンラウリル硫酸塩は食品添加物として登録されており、チアミン塩酸塩、チアミ
ン硝酸塩などのチアミン類の塩とともに栄養強化剤として用いられる一方、抗菌効果を有
していることから、日持向上剤としても広く食品に利用されている。
【０００３】
　しかし、チアミンラウリル硫酸塩などのチアミン類の塩は、特有の不快な臭気および風
味などを有するため、例えば、利用することができる食品が限定される、食品中における
含有量が制限されるなどの点が指摘されている。
【０００４】
　従来、グルコン酸ナトリウムとチアミンラウリル硫酸塩とを含有する食品用保存剤の技
術（特許文献１）、キトサンとチアミンラウリル硫酸塩との配合剤（特許文献２）、チア
ミンラウリル硫酸塩とカワラヨモギ抽出物との配合剤技術（特許文献３）などが公開され
ているが、チアミンラウリル硫酸塩の風味を改善するものではない。また、ビタミンＢ１
類を配合した液剤において糖アルコールとスレオニンとを含有する技術（特許文献４）や
、ビタミンＢ群またはその誘導体を配合した液剤において転化型液糖を配合することによ
り苦味を低減する技術（特許文献５）なども公開されているが、いずれもチアミン類の塩
の特有の不快な臭気および風味などを解消または低減させるための充分な効果はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３２５５６７号公報
【特許文献２】特開２０１２－１１０２６３号公報
【特許文献３】特開平０７－０１６０８７号公報
【特許文献４】特開平１１－０７９９９７号公報
【特許文献５】特開２００２－３２２０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題の解決を課題とするものであり、その目的とするところは、食品用
添加素材として有用なチアミン類の塩の抗菌効果を保持または向上させ、かつチアミン類
の塩の特有の不快な臭気および風味などを解消または低減させることができる、チアミン
類の塩の呈味改善方法、食品添加剤の製造方法および食品添加剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、チアミン類の塩を燻煙で処理する工程を含む、チアミン類の塩の呈味改善方
法である。
【０００８】
　１つの実施態様では、上記チアミン類の塩は、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、およびスルホ
ン酸塩からなる群から選択される少なくとも１種の塩である。
【０００９】
　本発明はまた、チアミン類の塩を燻煙で処理する工程を含む、食品添加剤の製造方法で
ある。
【００１０】
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　１つの実施態様では、上記チアミン類の塩は、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、およびスルホ
ン酸塩からなる群から選択される少なくとも１種の塩である。
【００１１】
　本発明はまた、上記の方法で得られた食品添加剤を含有する、食品である。
【００１２】
　本発明はまた、燻煙で処理されたチアミン類の塩を有効成分として含有する、食品添加
剤および該食品添加物を含有する食品である。
【００１３】
　１つの実施態様では、上記チアミン類の塩は、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、およびスルホ
ン酸塩からなる群から選択される少なくとも１種の塩である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、食品用添加素材として有用なチアミン類の塩が有する抗菌効果を保持
または向上させ、かつチアミン類の塩の特有の不快な臭気および風味などを解消または低
減させた食品添加剤を提供することができる。その結果、各種の食品製造および調理に際
し、製造される食品、料理等において当該チアミン類の塩の抗菌効果を一層活かすことが
できる。本発明の食品添加剤は身体にとって安全であり、その製造においては複雑な製造
設備を必要とせず、製造従事者にとって安全な環境で製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明のチアミン類の塩のガスクロマトグラフ分析の結果を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　まず、本発明のチアミン類の塩の呈味改善方法について説明する。
【００１７】
　本発明においては、チアミン類の塩が燻煙で処理される。
【００１８】
　本発明に用いられるチアミン類の塩は、食品製造分野における栄養強化剤、日持ち向上
剤などの食品添加剤として使用され得る食品用あるいは食用のチアミン類の塩である。
【００１９】
　本発明において「チアミン類」とは、例えば、チアミンおよび／またはチアミン誘導体
を包含するチアミン化合物をいう。
【００２０】
　チアミン類の具体的な例としては、特に限定されないが、例えば、チアミン、ビスベン
チアミン、シコチアミン、ビスイブチアミン、プロスルチアミン、フルスルチアミン、オ
クトチアミン、チアミンジスルフィド、ベンフォチアミン、およびジセチアミンが挙げら
れる。
【００２１】
　チアミン類の塩の例としては、特に限定されないが、例えば、チアミン類の塩酸塩、硫
酸塩、硝酸塩、およびスルホン酸塩ならびにそれらの組合せが挙げられる。
【００２２】
　チアミン類の塩の具体的な例としては、特に限定されないが、例えば、チアミンラウリ
ル硫酸塩、チアミン塩酸塩、チアミン硝酸塩、チアミンセチル硫酸塩、チアミンチオシア
ン硫酸塩、チアミンナフタレン－１，５－ジスルホン酸塩、およびジベンゾイルチアミン
塩酸塩ならびにそれらの組合せが挙げられる。
【００２３】
　本発明において、チアミン類の塩の燻煙処理は、例えば、燻煙を充満させた空間にチア
ミン類の塩を一定時間配置することにより行われる。
【００２４】
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　燻煙は、例えば、燻煙材を高温下で加熱することにより発生する煙であって、燻煙材に
含まれる種々の化学的成分から構成されるものである。燻煙の発生は、チアミン類の塩を
処理する閉鎖空間と同じ空間内で行われてもよく、あるいは燻煙を発生させる空間は燻煙
を充満させる空間とは異なる空間で行われてもよい。この場合、燻煙は燻煙を発生させる
空間から燻煙を充満させる空間に配管などを介して導入される。
【００２５】
　燻煙を充満させる空間の大きさは、特に限定されない。燻煙処理は、例えば、閉鎖空間
で行われ得るが、燻煙の排気口を備えた空間（例えば燻製装置内）で行われてもよい。
【００２６】
　チアミン類の塩の燻製処理は、例えば、回転式ドラムにチアミン類の塩を仕込んだ燻製
装置においてドラムを回転しながら（すなわち適度に攪拌された環境下で）行われてもよ
い。攪拌すると、均一に燻煙処理されたチアミン類の塩を含む食品添加剤などを一度に多
く得ることができる。さらに、燻煙を充満させる空間の省スペース化を図ることもできる
。攪拌手段としては、必ずしも上記に限定されず、例えば、当業者に公知の機械式攪拌手
段、送風式攪拌手段が用いられてもよい。
【００２７】
　燻煙材としては、特に限定されず、例えば、オーク、ヒッコリー、サクラ、ナラ、リン
ゴ、ブナ、クヌギ、クルミ、およびこれらの組合せが挙げられる。燻煙材の種類および／
または組合せは、後述する本発明の呈味が改善された食品添加剤およびそれを配合させた
食品の呈味を考慮して、適宜選択することができる。なお、燻煙材には、上記木材の樹皮
を除いた木質部を粉砕し、得られた粉末を棒状に固めたスモークウッド、および／または
木質部を粒状に細かくしたスモークチップを用いてもよい。
【００２８】
　燻煙を充満させた空間の燻煙の濃度は特に限定されない。
【００２９】
　燻煙を充満させた空間の温度は、特に限定されず、例えば、１０℃～１４０℃であり、
好ましくは２０℃～９０℃である。１０℃未満の場合、燻煙が液化して木酢液を生じ、チ
アミン類の塩と一緒になってペースト状になることがあり、１４０℃を超えると、燻煙量
が多くなりすぎて、所望でない風味となることがある。
【００３０】
　チアミン類の塩は、必ずしも限定されないが、一定の粒度に整粒されたものを用いるこ
とが望ましい。粒径は、特に限定されず、例えば、１０メッシュ～４００メッシュであり
、好ましくは２０メッシュ～１００メッシュである。粒径が１０メッシュ未満の場合、呈
味の偏りが出やすく、４００メッシュを超えると、チアミン類の塩の粉末が上記のような
攪拌下での燻煙の際に飛散し易くなって現実的な作業に適さなくなるおそれがある。なお
、上記メッシュサイズは、日本工業規格（ＪＩＳ　Ｚ８８０１）による。
【００３１】
　燻煙を充満させた空間でチアミン類の塩を処理する時間（燻煙時間）は、一度に処理す
るチアミン類の塩の量、燻煙濃度、処理する空間容積等によって変動するため、必ずしも
限定されないが、例えば、１０分～５時間であり、好ましくは１０分～３時間であり、よ
り好ましくは２０分～２時間３０分である。チアミン類の塩を攪拌する場合、好ましくは
３０分～２時間３０分であり、チアミン類の塩のすべての粒子が燻煙に接することができ
るように薄く広げて静置する場合、好ましくは２０分～４０分である。燻煙時間がこのよ
うな時間内に設定されることにより、製造効率を良好に保持したまま、燻煙臭が適度に抑
制され、チアミン類の塩に良好な呈味を付与することができる。
【００３２】
　このようにしてチアミン類の塩の呈味を改善することができる。本明細書において、「
呈味改善」とは、ビタミンＢ１臭が低減および／またはビタミンＢ１特有の味が低減する
ことをいう。
【００３３】
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　次に、本発明の食品添加剤の製造方法について説明する。
【００３４】
　この食品添加剤の製造方法においては、チアミン類の塩が燻煙で処理される。
【００３５】
　本発明の製造方法において、チアミン類の塩には、上記チアミン類の塩の呈味改善方法
で使用するチアミン類の塩を使用することができる。
【００３６】
　本発明において「チアミン類」とは、上記と同様である。
【００３７】
　チアミン類の塩の例としては、特に限定されないが、例えば、チアミン類の塩酸塩、硫
酸塩、硝酸塩、およびスルホン酸塩ならびにそれらの組合せが挙げられる。
【００３８】
　本発明の呈味改善方法で用いられるチアミン類の塩の具体的な例としては、特に限定さ
れないが、例えば、チアミンラウリル硫酸塩、チアミン塩酸塩、チアミン硝酸塩、チアミ
ンセチル流酸塩、チアミンチオシアン硫酸塩、チアミンナフタレン－１，５－ジスルホン
酸塩、およびジベンゾイルチアミン塩酸塩ならびにそれらの組合せが挙げられる。
【００３９】
　さらに、本発明の製造方法において、燻煙処理の方法、燻煙のための温度、時間、およ
び使用する燻煙材の種類等は、上記チアミン類の塩の呈味改善方法で使用するものと同様
である。
【００４０】
　このようにして、食品添加剤を製造することができる。
【００４１】
　本発明の製造方法により得られた食品添加剤は、有効成分としてチアミン類の塩を含有
するが、当該チアミン類の塩が有する抗菌効果を保持または向上させ、かつ特有の不快な
臭気および風味などを解消または低減させ、当該チアミン類の塩に特有の呈味が改善され
たものである。本発明の製造方法により得られる呈味が改善された食品添加剤は、例えば
、１０ｐｐｍ～１０００ｐｐｍの燻煙成分を含有する。
【００４２】
　本発明の食品添加剤におけるチアミン類の塩の含有量は、特に限定されないが、本発明
の食品添加剤の全質量を基準として、例えば、０．０１質量％～１００質量％、好ましく
は０．１質量％～５０質量％、さらに好ましくは１質量％～２０質量％である。この範囲
内でチアミン類の塩の含有量を設定することによって、抗菌作用を一層発揮することがで
き、かつコストを抑えることができる。チアミン類の塩の含有量が０．０１質量％未満で
は充分な抗菌効果が生じないなど、チアミン類の有効性が得られないおそれがある。
【００４３】
　本明細書中において、「抗菌」とは、制菌および殺菌などを含め、菌の増殖および生育
を抑制する作用全般を指す。本発明の食品添加剤が抗菌作用を発揮し得る菌としては、特
に限定されないが、例えば、食品または食品素材に対して存在し得る菌が包含される。よ
り具体的な菌の例としては、例えば、バチルス（Bacillus）属、ラクトコッカス（Lactoc
occus）属、リューコノストック（Lauconostoc）属、エスケリッチア（Escherichia）属
、シュードモナス（Pseudomonas）属、サルモネラ（Salmonella）属、ハンゼヌラ（Hanse
nula）属、サッカロミセス（Saccharomyces）属、アスペルギルス（Aspergillus）属、お
よびペニシリウム（Penicillium）属が挙げられる。
【００４４】
　本発明の食品添加剤は、チアミン類の塩以外に、例えば、チアミン類を含有していても
よく、および／または抗菌作用を奏する既存の抗菌物質（以下、「日持向上成分」ともい
う）を含有していてもよい。日持向上成分としては、特に限定されないが、例えば、グリ
セリン脂肪酸エステル、酢酸、酢酸ナトリウム、グリシン、卵白リゾチーム、およびその
他の成分、ならびにそれらの組み合せが挙げられる。日持向上成分の含有量は、当業者が
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適宜設定することができる。チアミン類の塩および日持向上成分を組み合わせることによ
って、それぞれが本来有する抗菌作用を一層向上させ得る。したがって、例えば、食品中
のチアミン類の塩および日持向上成分の含有量を減らすことができ、食品素材に使用した
場合、食品本来の風味への影響を最小限に抑えることができる。
【００４５】
　上記日持向上成分として使用され得るグリセリン脂肪酸エステルとしては、特に限定さ
れないが、例えば、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、テトラグリセリン、ま
たはデカグリセリンと脂肪酸とのエステル結合した化合物が挙げられる。好ましくは、脂
肪酸の炭素数が６～１６のモノグリセリン脂肪酸エステルおよびジグリセリン脂肪酸エス
テル、より好ましくは、脂肪酸の炭素数が８～１４のモノグリセリン脂肪酸エステルおよ
びジグリセリン脂肪酸エステルである。モノグリセリン脂肪酸エステルとしては、特に限
定されないが、例えば、カプリル酸モノグリセリド、カプリン酸モノグリセリド、および
ラウリン酸モノグリセリドが挙げられる。ジグリセリン脂肪酸エステルとしては、特に限
定されないが、例えば、ラウリン酸ジグリセリド、ミリスチン酸ジグリセリド、およびカ
プリン酸ジグリセリドが挙げられる。
【００４６】
　その他の成分としては、特に限定されないが、例えば、オレガノ抽出物、カラシ抽出物
、カンゾウ抽出物、クローブ抽出物、クワ抽出物、チャ抽出物、リンゴ抽出物、シソ抽出
物、ショウガ抽出物、セイヨウワサビ抽出物、セージ抽出物、トウガラシ抽出物、ニンニ
ク抽出物、ピメンタ抽出物、ブドウ抽出物、プロポリス抽出物、ペパー抽出物、ホコッシ
抽出物、モウソウチク抽出物、ユッカフォーム抽出物、ローズマリー抽出物、もしくはワ
サビ抽出物、上記各抽出物の乾燥物、上記各抽出物の酵素処理物、またはキトサンあるい
はこれらの組み合わせが挙げられる。
【００４７】
　さらに、本発明の食品添加剤は、食品一般において、食品添加物として使用することが
できる有機酸、無機酸、アミノ酸および／またはそれらの塩ならびにそれらの組み合わせ
などをさらに含有していてもよい。有機酸としては、特に限定されないが、例えば、ギ酸
、クエン酸、コハク酸、アジピン酸、グルコン酸、ＤＬ－酒石酸、Ｌ－酒石酸、乳酸、酢
酸、フマル酸、ＤＬ－リンゴ酸、イタコン酸、およびフィチン酸が挙げられる。無機酸と
しては、特に限定されないが、例えば、リン酸、炭酸、塩酸が挙げられる。アミノ酸とし
ては、特に限定されないが、例えば、グリシン、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸
、およびグルタミン酸が挙げられる。有機酸の塩、無機酸の塩、およびアミノ酸の塩とし
ては、特に限定されないが、例えば、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネ
シウム塩、鉄塩、およびアンモニウム塩が挙げられる。本発明において、これらの含有量
は、チアミン類の塩が本来有する抗菌作用を阻害しない範囲において、当業者により、任
意の量が設定され得る。
【００４８】
　本発明の食品添加剤を食品素材に添加する場合は、食品添加剤が本来有する抗菌作用を
阻害しない限り、当該食品素材は保存料をさらに含有してもよい。保存料としては、特に
限定されないが、例えば、安息香酸、ソルビン酸、プロピオン酸、ピロ亜硫酸、およびそ
れらの塩、白子タンパク質抽出物、ペクチン分解物、ε－ポリリシンならびにそれらの組
み合わせが挙げられる。上記保存料の含有量は、食品添加剤が本来有する抗菌作用を阻害
しない範囲において、当業者により、適宜設定され得る。
【００４９】
　本発明のチアミン類の塩は、抗菌作用を阻害しない限り、従来の食品添加剤が通常含有
するような他の成分を任意の量にて含有していてもよい。他の成分としては、特に限定さ
れないが、例えば、賦形剤が挙げられる。賦形剤としては、特に限定されないが、例えば
、糖質および糖アルコールならびにガム類が挙げられる。糖質としては特に限定されない
が、例えば、単糖類、オリゴ糖類、多糖類が挙げられる。単糖類としては、特に限定され
ないが、例えば、グルコース、ガラクトース、マンノース、およびフルクトースが挙げら
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れる。オリゴ糖類としては、特に限定されないが、例えば、乳糖、ショ糖、および麦芽糖
が挙げられる。多糖類としては、特に限定されないが、例えば、デンプン、ペクチン、お
よびデキストリンが挙げられる。糖アルコールとしては、特に限定されないが、例えば、
マルチトール、マンニトール、ソルビトール、およびキシリトールが挙げられる。ガム類
としては、特に限定されないが、例えば、グアーガムおよびキサンタンガムが挙げられる
。本発明の食品添加剤において、これらの成分の含有量は、当業者により、任意の量が設
定され得る。
【００５０】
　本発明の食品添加剤は、例えば、食品素材のための添加剤として用いられ得る。
【００５１】
　食品中の食品添加剤の含有量、ならびに食品素材を食品添加剤で処理する様式は適宜選
択することができる。食品中の食品添加剤の含有量としては、全質量に対して、好ましく
は０．００２質量％～２質量％、より好ましくは０．０１質量％～１質量％である。本発
明の食品添加剤は、食品素材または食品の種類や目的に応じて、例えば、食品素材中に食
品添加剤を混合してもよく、食品素材を、食品添加剤を含有する水溶液中に浸漬してもよ
く、または食品素材に食品添加剤を噴霧してもよい。噴霧する場合は、エタノールなどの
揮発性溶媒に本発明の食品添加剤を混合して噴霧することができる。さらに本発明の食品
添加剤は、例えば、食品素材を加熱して加工する場合、加熱の前後いずれの食品素材に対
しても処理が行われてもよい。
【００５２】
　本発明の食品添加剤は、食品における菌の増殖および生育を抑制することができる。す
なわち、本発明の食品添加剤は、食品用の抗菌剤および／または抗カビ剤として使用する
ことができる。その結果、食品の腐敗の進行を抑えることができ、食品としての保存性を
向上させることができる。本発明の食品添加剤は、種々の食品素材に適用することができ
る。食品素材としては、特に限定されないが、例えば、穀物類、野菜類、果物類、卵、肉
類、および魚介類ならびにそれらの加工品が挙げられる。
【００５３】
　本発明の呈味が改善された食品添加剤は、各種食品素材に添加して用いることができる
。このような食品添加剤が使用され得る食品素材としては、例えば、米飯、惣菜、汁物、
スープ、めんつゆ（うどんつゆ、そばつゆ等）ハム・ソーセージ、水産練り製品、水産加
工品、麺・パン等の小麦粉加工品、漬物、酒類、清涼飲料（例えば、ジュース、コーヒー
、茶、麦芽飲料）、菓子類、パン類、穀粉、農産・林産加工食品、畜産加工品、乳・乳製
品、油脂・油脂加工品、調味料が挙げられる。食品素材に添加する呈味が改善された食品
添加剤の含有量としては、特に限定されず、例えば、食品素材全質量に対して、０．００
２質量％～２質量％であり、好ましくは０．０１質量％～１質量％である。また、人間以
外の動物、例えば、家禽、家畜またはペット用の飼料への添加も可能である。本発明の食
品添加剤は、食品素材を加熱して加工する場合、加熱の前後いずれの食品素材に対しても
菌の増殖の抑制に充分な効果が得られ、かつ食品素材本来の風味に与える影響を少なくす
ることができる。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
【００５５】
　（実施例１：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩の調製１）
　自家製小型燻製装置（燻煙を発生させる空間（Ａ）：３０ｃｍ×１６ｃｍ×１６ｃｍ（
縦×横×奥行）：燻煙を充満させる空間（Ｂ）：２９ｃｍ×３０ｃｍ×２８ｃｍ（縦×横
×奥行）：（Ｂ）の背面にファンが設置されており、（Ａ）で発生させる燻煙を、パイプ
を通して（Ｂ）に送り込み、（Ｂ）で燻煙を充満させるとともに煙突から排気する）用い
て、チアミンラウリル硫酸塩３０ｇを燻煙処理した。燻煙材としてサクラチップ８０ｇを
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【００５６】
　（実施例２：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩の官能評価１）
　実施例１で得られた燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩の官能評価を実施した。評価
方法としては、１２人のパネラーが試食し、風味について、燻煙処理していないチアミン
ラウリル硫酸塩（コントロール）と比較して採点を行った。採点方法は、「ビタミンＢ１
特有の風味を感じない」場合を３点、「ビタミンＢ１特有の風味を僅かに感じる」場合を
２点、「ビタミンＢ１特有の風味を少し感じる」場合を１点、および「ビタミンＢ１特有
の風味をはっきり感じる」場合を０点とした。パネラー１２人の点数を合計し、採点結果
を得た。得られた採点結果に基づき、総合的に評価した。得られた結果を表１に示す。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　表１の結果から明らかなように、パネラーの全数が燻煙処理しなかったチアミンラウリ
ル塩酸塩（コントロール）でチアミンラウリル塩酸塩特有のビタミンＢ１臭を感じたのに
対し、実施例１で得られた燻煙処理したチアミンラウリル塩酸塩では、特有のビタミンＢ
１臭を全く感じなかった。このことから、燻煙処理することによりチアミンラウリル塩酸
塩特有のビタミンＢ１臭が抑えられたことがわかる。
【００５９】
　（実施例３：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩を含有する製剤の調製１）
　実施例１により得られた燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩０．０１２質量％とグリ
シン０．５８８質量％とを混合して製剤（製剤１）を調製した。
【００６０】
　（比較例１）
　コントロールとして、チアミンラウリル硫酸塩を混合せず、代わりにデキストリンを０
．０１２質量％混合したこと以外は実施例３と同様にして製剤（製剤Ｃ－１）を調製した
。
【００６１】
　（比較例２）
　コントロールとして、チアミンラウリル硫酸塩を燻煙処理しなかったこと以外は実施例
３と同様にして製剤（製剤Ｃ－２）を調製した。
【００６２】
　（実施例４：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩の官能評価２）
　表２に示す配合比の原材料で、カスタードクリームを調製した。まず、グラニュー糖、
コーンスターチ、牛乳、および０．６％（原材料全体に対して）の製剤１を混合し、５０
℃まで加熱した。次いで、卵黄およびバターを加え、８５℃まで加熱し、その後放冷して
カスタードクリームを得た。
【００６３】
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【表２】

【００６４】
　得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同様にして実施した。結果を表３
に示す。
【００６５】
　（比較例３）
　コントロールとして、製剤１の代わりに製剤Ｃ－１を用いたこと以外は実施例４と同様
にしてカスタードクリームを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同
様にして行った。結果を表３に示す。
【００６６】
　（比較例４）
　コントロールとして、製剤１の代わりに製剤Ｃ－２を用いたこと以外は実施例４と同様
にしてカスタードクリームを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同
様にして行った。結果を表３に示す。
【００６７】

【表３】

【００６８】
　表３から明らかなように、製剤Ｃ－２を用いて得られたカスタードクリーム（比較例４
）では、パネラーの半数以上が中味から後味にかけてチアミンラウリル塩酸塩特有のビタ
ミンＢ１臭を感じたのに対し、製剤１を用いて得られたカスタードクリーム（実施例４）
では、特有のビタミンＢ１臭をあまり感じなかった。このことから、食品中に燻煙処理し
たチアミンラウリル塩酸塩が含有している場合においても、チアミンラウリル塩酸塩特有
のビタミンＢ１臭が抑えられていたことがわかる。
【００６９】
　（実施例５：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の調製１）
　回転ドラム式燻製装置（３００Ｌ容量）を用いて、チアミンラウリル硫酸塩２０質量％
とデキストリン８０質量％とを含有するチアミンラウリル硫酸塩組成物（以下、「チアミ
ンラウリル硫酸塩組成物」）２０ｋｇを燻煙処理した。燻煙材としてホワイトオークチッ
プ１ｋｇを用い、４０℃にて２時間燻煙処理し、燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組
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成物を得た。
【００７０】
　（実施例６：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の調製２）
　燻煙材として、ホワイトオークチップの代わりにサクラチップを用いたこと以外は実施
例４と同様にして、燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物を得た。
【００７１】
　（実施例７：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の官能評価１）
　実施例５および６で得られた燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の官能評価を
実施例２と同様にして実施した。結果を表４に示す。
【００７２】
【表４】

【００７３】
　表４の結果から明らかなように、パネラーの全数が燻煙処理しなかったチアミンラウリ
ル塩酸塩組成物（コントロール）でチアミンラウリル塩酸塩特有のビタミンＢ１臭を感じ
たのに対し、実施例５および６で得られた燻煙処理したチアミンラウリル塩酸塩組成物で
は、特有のビタミンＢ１臭を全く感じなかった。このことから、回転ドラム式燻製装置を
用いて大量のチアミンラウリル硫酸塩組成物を燻煙処理した場合においても、燻煙処理に
よりチアミンラウリル塩酸塩特有のビタミンＢ１臭が抑えられたことがわかる。また、ホ
ワイトオークチップを用いた実施例５の燻煙処理したチアミンラウリル塩酸塩組成物と比
較して、サクラチップを用いた実施例６の燻煙処理したチアミンラウリル塩酸塩組成物で
は、当該組成物に付着したチップの香りが一層保持されていたことがわかる。
【００７４】
　（実施例８：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物を含有する製剤の調製１）
　実施例５により得られた燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物０．１質量％とグ
リシン０．９８質量％とを混合して製剤（製剤２）を調製した。
【００７５】
　（実施例９：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物を含有する製剤の調製２）
　実施例６により得られた燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物０．１質量％とグ
リシン０．９８質量％とを混合して製剤（製剤３）を調製した。
【００７６】
　（比較例５）
　コントロールとして、チアミンラウリル硫酸塩組成物を混合せず、代わりにデキストリ
ンを０．１質量％混合したこと以外は実施例８と同様にして製剤（製剤Ｃ－３）を調製し
た。
【００７７】
　（比較例６）
　コントロールとして、チアミンラウリル硫酸塩組成物を燻煙処理しなかったこと以外は
実施例８と同様にして製剤（製剤Ｃ－４）を調製した。
【００７８】
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　（実施例１０：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の官能評価２）
　製剤１の代わりに製剤２を用いたこと以外は実施例４と同様にしてカスタードクリーム
を得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同様にして行った。結果を表
５に示す。
【００７９】
　（実施例１１：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の官能評価３）
　製剤１の代わりに製剤３を用いたこと以外は実施例４と同様にしてカスタードクリーム
を得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同様にして行った。結果を表
５に示す。
【００８０】
　（比較例７）
　コントロールとして、製剤１の代わりに製剤Ｃ－３を用いたこと以外は実施例４と同様
にしてカスタードクリームを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同
様にして行った。結果を表５に示す。
【００８１】
　（比較例８）
　コントロールとして、製剤１の代わりに製剤Ｃ－４を用いたこと以外は実施例４と同様
にしてカスタードクリームを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同
様にして行った。結果を表５に示す。
【００８２】
【表５】

【００８３】
　表５から明らかなように、製剤Ｃ－４を用いて得られたカスタードクリーム（比較例８
）では、パネラーの半数以上が中味から後味にかけてチアミンラウリル塩酸塩特有のビタ
ミンＢ１臭を感じ、後味に不快味が残ったのに対し、製剤２および３を用いて得られたカ
スタードクリーム（実施例１０および１１）では、特有のビタミンＢ１臭をあまり感じな
かった。このことから、回転ドラム式燻製装置を用いて大量のチアミンラウリル硫酸塩組
成物を燻煙処理した場合においても、燻煙処理により食品中でのチアミンラウリル塩酸塩
特有のビタミンＢ１臭が抑えられていたことがわかる。
【００８４】
　（実施例１２：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の保存試験１）
　グラニュー糖、コーンスターチ、牛乳、および製剤２を混合する工程と５０℃まで加熱
する工程との間に、バチルス・セレウス（Bacillus cereus）を最終濃度が１０２個／ｇ
になるように接種する工程を追加したこと以外は実施例４と同様にして、カスタードクリ
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ームを得た。
【００８５】
　卓上ｐＨ計（ＰＨＬ－２０型、電気化学計器株式会社製）を用い、得られたカスタード
クリームのｐＨを測定した。次いで、得られたカスタードクリームを１５℃にて保存し、
保存直後（初発菌数）、保存後２４時間、４８時間、および７２時間経過時の菌数を、標
準寒天培地を用いた希釈法にて計測した。結果を表６に示す。
【００８６】
　（実施例１３：燻煙処理したチアミンラウリル硫酸塩組成物の保存試験２）
　製剤２の代わりに製剤３を用いたこと以外は実施例１２と同様にしてカスタードクリー
ムを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と同様にして行った。結果を
表６に示す。
【００８７】
　（比較例９）
　コントロールとして、製剤２の代わりに製剤Ｃ－３を用いたこと以外は実施例１２と同
様にしてカスタードクリームを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と
同様にして行った。結果を表６に示す。
【００８８】
　（比較例１０）
　コントロールとして、製剤２の代わりに製剤Ｃ－４を用いたこと以外は実施例１２と同
様にしてカスタードクリームを得、得られたカスタードクリームの官能評価を実施例２と
同様にして行った。結果を表６に示す。
【００８９】
【表６】

【００９０】
　表６から明らかなように、実施例１２および実施例１３で得られたカスタードクリーム
の場合、比較例９で得られたカスタードクリームの場合と比較して、４８時間および７２
時間経過時の菌数がいずれも低かった。このことから、チアミンラウリル硫酸塩を燻煙処
理した場合においても、チアミンラウリル硫酸塩の抗菌効果を有していたことがわかる。
【００９１】
（実施例１４：チアミンラウリル硫酸塩配合アルコール製剤の呈味・風味改善の評価）
＜１４－１．試験方法＞
下記の製剤を作製し、B1臭について官能評価を行った。
　製剤Ａ：チアミンラウリル硫酸塩　9.68%、95度アルコール　59.26%を配合した製剤
　製剤Ｂ：燻製処理チアミンラウリル硫酸塩（ホワイトオーク）9.68%、95度アルコール
　59.26%を配合した製剤
　上記製剤ＡおよびＢを35℃で6日保存後、臭いを官能評価した。パネル12人、評価点は
（実施例２）と同様の基準で行った。その結果、製剤Ｂの方が、製剤Ａより顕著なB1臭低
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減が確認された（表７）。
＜１４－２．官能評価結果＞
【００９２】
【表７】

【００９３】
（実施例１５：抗菌性試験）
＜１５－１．試験方法＞
　＜１５－１．＞で作製した「製剤Ａ」「製剤Ｂ」をコンソメゼリーに添加し、抗菌性を
比較した。
［コンソメゼリー配合］　
　水　　　　　　　98
　ゼラチン　　　　4
　チキンコンソメ　2
【００９４】
＜１５－２．試験方法＞
　上記の配合に「製剤Ａ」または「製剤Ｂ」を0、 0.03、 0.05、 0.1%添加し、電子レン
ジで加熱溶解した。
　冷蔵庫で冷やし固め、乳酸菌Leuconostoc mesenteroidesをコンソメゼリー重量に対し1
02cfu/gを植菌し、10℃・72時間保存し菌数を検査した。菌数検査は保存直後(初発菌数)
、保存後48時間、72時間経過時の菌数を、BCP加プレート寒天培地を用いた希釈法にて計
測した。その結果、表８に示すように、製剤Ａと製剤Ｂの抗菌力は同等であることが確認
された。
＜１５－３．菌数検査結果＞
【００９５】

【表８】

【００９６】
（実施例１６：めんつゆ添加試験）
＜１６－１．試験方法＞
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市販のめんつゆ(2倍濃縮)を2倍希釈し「製剤Ａ」または「製剤Ｂ」をめんつゆ重量に対し
0.1、0.2％添加。30℃・1日保存後、官能評価。パネル12人、評価点は（実施例２）と同
様の基準とした。製剤Ａと比較して0.1、0.2％両添加区分において、顕著に製剤Ｂのビタ
ミンB1臭、味の低減が確認できた（表９）。
＜１６－２．官能評価＞
【００９７】
【表９】

【００９８】
（実施例１７：GCMSによるチアミンラウリル硫酸塩の燻製成分の分析）
＜１７－１．試験方法＞
　燻製処理チアミンラウリル硫酸塩（ホワイトオーク）をＧＣＭＳ用バイアル瓶に３ｇ入
れ、ヘッドスペーストラップ法にて、以下の条件でガスクロマトグラフ質量分析（ＧＣＭ
Ｓ）した。
【００９９】
≪分析装置≫　Clarus SQ 8 GC/MS　(ガスクロマトグラフ質量分析：PerkinElmer社製)
Turbo Matrix Trap40　(HSトラップサンプラー：PerkinElmer社製)
≪使用カラム≫DB-1(60m×0.32mm×i.d. with a 1μm film)
≪GCMS条件≫
＜昇温プログラム＞
イニシャル温度：40℃、イニシャル時間：1分間、昇温速度：10℃/分、ファイナル温度：
230℃、ファイナル時間：6分間
＜注入口温度＞　180℃
＜インターフェースライン温度＞　250℃
＜イオンソース温度＞　150℃
＜カラム入口圧＞　20psig
＜流量＞　2.6mL/分
＜線速度＞　33.6cm/秒
≪トラップ条件≫
[温度]　オーブン：150℃、ニードル：155℃、トランスファー：160℃、トラップhigh：2
40℃、low：40℃
[時間]　加熱：20分間、サイクル：1回、脱着：1分間、ホールド：10分間,ドライパージ5
分間、ホールド７分間、
[ppｃ]　カラム圧力20psi、バイアル加圧時の圧力　40psi、　サンプルからトラップへ脱
着時の圧力　20psi
【０１００】
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＜１７－２．GCMS分析結果＞
　ＧＣＭＳによる分析結果を表１０および図１に示す。
【０１０１】
【表１０】

【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明によれば、食品用添加素材として有用なチアミン類の塩が有する抗菌効果を保持
または向上させ、かつチアミン類の塩の特有の不快な臭気および風味などを解消または低
減させた食品添加剤を提供することができる。呈味が改善されたチアミン類の塩は、各種
の食品製造および調理に際し、製造される食品、料理等において当該チアミン類の塩の抗
菌効果を一層活かすことができる。本発明の食品添加剤は、例えば食品分野において有用
である。
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